
JP 4457085 B2 2010.4.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの光学面と第１の光軸とを有する光学部品、前記光学部品を装着するソ
ケット、および、前記光学部品内の応力を変化させる第１の力を前記光学部品の前記第１
の光軸とほぼ平行に付加する第１のマニピュレータを具え、前記第１の力は、応力複屈折
を前記光学部品内に誘起するような強度を有してなる光学装置において、
　前記光学部品を第１の光学部品として、少なくとも１つの光学面と第２の光軸とを有す
る第２の光学部品を設けるとともに、前記第２の光学部品内の応力を変化させる第２の力
を前記第２の光学部品の前記第２の光軸とほぼ平行に付加する第２のマニピュレータをさ
らに設け、前記第２の力は、結像特性に対するスカラ量的効果を少なくとも大部分におい
て前記第２の光学部品内に誘起するような強度を有していることを特徴とする光学装置。
【請求項２】
　前記第２の力は前記第１の力と異なることを特徴とする請求項１に記載の光学装置。
【請求項３】
　前記第１の光学部品が、前記第２の光学部品よりも歪光学係数が低い材料で形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の光学装置。
【請求項４】
　前記第１の光学部品が、前記第２の光学部品の形状と異なる形状を有することを特徴と
する請求項１に記載の光学装置。
【請求項５】
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　前記第１の光学部品が第１のレンズであり、前記第２の光学部品が第２のレンズであり
、前記第２のレンズが前記第１のレンズの厚さとは異なる厚さを有し、前記第１のレンズ
の屈折力は前記第２のレンズの屈折力と少なくともほぼ同等であることを特徴とする請求
項１に記載の装置。
【請求項６】
　光軸を有する、マイクロリソグラフィ投影露光装置の少なくとも１つ光学部品の偏光状
態に影響を及ぼすための方法であって、
　前記少なくとも１つ光学部品を第１の光学部品として、応力複屈折を前記第１の光学部
品内に誘起するように前記第１の光学部品に力を、前記前記第１の光学部品の光軸とほぼ
平行に付加するとともに、
　少なくとも第２の光学部品にも、前記第２の光学部品の結像特性に対するスカラ量的効
果が前記第２の光学部品に生成されるように力を、前記前記第２の光学部品の光軸とほぼ
平行に付加し、このスカラ量的効果は、前記第１の光学部品に付加された力によって誘起
されたスカラ量的効果を少なくとも部分的に補償するものであることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記第２の光学部品に付加された力は前記第１の光学部品に付加された力より低いか同
じであることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の光学部品が、前記第２の光学部品よりも歪光学係数が低い材料で形成されて
いることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の光学部品が、前記第２の光学部品の形状と異なる形状を有することを特徴と
する請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の光学部品が第１のレンズであり、前記第２の光学部品が第２のレンズであり
、前記第２のレンズが前記第１のレンズの厚さとは異なる厚さを有し、前記第１のレンズ
の屈折力は前記第２のレンズの屈折力と少なくともほぼ同等であることを特徴とする請求
項６に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソケットに装着され少なくとも１つの光学面を有する光学部品、特にレンズ
を備えた光学装置であって、部品内の応力をマニピュレータによって設定または変更可能
な光学装置に関する。
　本発明は、さらに、マイクロリソグラフィ投影露光装置における照射システムや投影対
物レンズの光学部品の偏光状態に影響を及ぼすための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１に、引力または押力を生成するために半径方向に作用する、光学部品、
特にレンズのためのアクチュエータの使用が開示されている。この場合、レンズを保持す
る内部保持リングと、保持リングに力を導入するように介在する外部ソケットとの間の領
域において、Ｔ形状のレバーが使用される。力は、機械的な力の発生ではなく、圧電作用
または油圧ユニットによって生成することも可能である。
【０００３】
　下記特許文献２に、変形を防止するためにレンズを半径方向には保持しないレンズホル
ダが開示されている。
　下記特許文献３に、可変焦点距離のレンズが記載されている。このレンズは、２つの光
学境界面を備え、その間に、例えばマイクロメータネジにより、半径方向に作用するアク
チュエータを介してその側面に応力を付加することが可能な合成された弾性変形可能な透
明の屈折体が設けられている。レンズ自体は、例えば、圧電素材により形成されている。
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あるいは、レンズを取り囲み、磁気歪性素材で形成されたリングが使用されている。特定
の転移温度でその形状が変化するバイメタルリングを使用することもできる。同様に、屈
折体の側面に影響を及ぼすために、油圧または空気圧シリンダまたは電磁コイルを使用す
ることもできる。レンズの一改良形態において（図８）、レンズに対して光軸の方向にト
ルクを付加するために放射状に搭載されたマニピュレータが設けられている。下記特許文
献３に記載されているコンセプトは、下記特許文献４を参照している。
【０００４】
　下記特許文献５に係る応力付加型屈折鏡は、屈折鏡の側縁の全周にわたって配列された
多数の空気圧シリンダを有する応力付加装置を備えている。
　下記特許文献６に、放射状に配列されたネジによって応力を付加するレンズの設計が記
載されている。下記特許文献７によると、応力は、多数の挟持部品によってレンズに対し
て半径方向に付加される。
【特許文献１】米国特許第６，３０７，６８８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／００９５３４５号明細書
【特許文献３】米国特許第６，２４６，５２８号明細書
【特許文献４】米国特許第１，２６９，４２２号明細書
【特許文献５】米国特許第５，５５２，００６号明細書
【特許文献６】米国特許第４，３２７，９８４号明細書
【特許文献７】特開２００１－２８４２２６号公報
【特許文献８】米国特許出願公開第２００３／０２３４９１８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、マイクロリソグラフィ用の投影露光装置、特に照射システムや投影対
物レンズにおける結像特性、特に偏光状態に影響を及ぼすことができる改良型光学装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、この目的は、部品自体、または、部品の周囲を取り囲むホルダまたは
ソケットの周囲領域において、マニピュレータが部品の光軸にほぼ平行に力および／また
はトルクを付加する冒頭に記載のタイプの光学装置であって、付加された力および／また
はトルクの強度が応力複屈折を部品に誘起するような強度である光学装置の場合に達成さ
れる。
【０００７】
　本発明の目的のために、「ほぼ平行な」という表現は、マニピュレータが、部品または
部品の周囲を取り囲むホルダまたはソケットの周囲領域に力を付加した結果、その力を光
軸方向と光軸に直角な方向とに分解した場合の力比が１０：１、好ましくは２０：１以上
となることを意味するものと解釈すべきである。本発明の目的のため、そして、屈折部品
の光軸の理解の延長として、面平行プレートの光軸は、その面平行プレートを含む光学シ
ステム、例えば、照射システムの照射光学素子および／または投影対物レンズの投影光学
素子の少なくとも１つの光軸により定義される。マニピュレータにより付加される力の、
部品の光軸に対する平行性が高ければ、分解された力の力比がより大きくなるが、力比は
可能な限り大きい方が好ましい。
【０００８】
　従来技術から公知である一定の応力が与えられたレンズとは対照的に、本発明は、この
様にレンズにおいて異なる応力状態を生成するために、この様な応力を故意に変化させる
という考えに基づく。これにより、応力複屈折を発生させることができ、レンズ、そして
そのレンズを内蔵した光学システムに特定の偏光効果をもたらす。本発明によると、光学
部品内の応力状態の調整または変更のための調整装置として、能動マニピュレータおよび
受動マニピュレータが使用される。
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【０００９】
　これに関連して、光学部品は、レンズまたは平板、たとえばλ／４プレートであること
が好ましい。光学部品の材料は、付加された力および／またはトルクによって応力複屈折
が部品内に誘起されるように選択される。光学部品は、石英またはフッ化カルシウムまた
はフッ化マグネシウムで形成されていることが好ましい。
　本発明の好適な実施形態において、前記部品は、第１の光学部品であり、少なくとも第
２の光学部品が設けられている。第２の部品内の応力は、調整または変更可能であり、マ
ニピュレータは、第２の部品自体または第２の部品の周囲を取り囲むホルダまたはソケッ
トの周囲領域において第２の部品の光軸にほぼ平行に力および／またはトルクを付加し、
その大きさは、結像特性に対するスカラ量的効果を少なくとも優位に第２の部品に誘起す
るような強度である。
【００１０】
　本発明の目的のために、光学部品または光学部品群の結像特性は、スカラ量的結像特性
および偏光の影響を受ける結像特性である。
　応力複屈折を誘起するために光学部品に応力が誘起されると、光学部品のスカラ量的結
像特性および偏光に依存する光学部品の結像特性が変化する。
　誘起された応力複屈折によって光学部品の偏光挙動が変化すると、結果として光学部品
のスカラ量的結像特性も変化する。本発明のこの実施形態において、投影露光装置の照射
システムや投影対物レンズの偏光特性が変化した場合に、これらのスカラ量的結像特性が
変化しないように、第１の部品に誘起されたスカラ量的結像欠陥は、第２の部品のスカラ
量的結像特性を少なくとも優位に変化させることによって補償される。これに関連して、
第２の部品において誘起されるスカラ量的効果は、第１の部品の場合と同じ大きさではあ
るが逆の符号であることが好ましい。第２の部品は、第１の部品よりも変形しやすい部品
であることが好ましい。
【００１１】
　さらに、投影露光装置における結像特性の温度依存性変化も、少なくとも１つの第２の
部品の変形によって補償可能である。
　応力複屈折が誘起される複数の第１の部品を備えることも考えられる。この場合、スカ
ラ量的結像特性を維持するために、必要であれば複数の第２の部品が設けられ、これらの
第２の部品において、スカラ量的結像特性が優位に操作される。
【００１２】
　更に好適な実施形態において、第１の部品に対する力は、約１Ｎ～約１０Ｎの範囲であ
り、第１の部品に対するトルクは、約０．５Ｎｍ～約１Ｎｍの範囲である。
　第１の光学部品に誘起される応力複屈折は、第１の部品の材料の物質定数と、付加され
た力および／またはトルクに依存する。これに関連して、力および／またはトルクは、投
影露光装置の使用中にも影響を及ぼすことができる。第１の部品の物質定数による応力複
屈折への影響は、第１の部品を交換することにより可能である。
【００１３】
　更に好適な実施形態において、第２の部品への力および／またはトルクの付加は、第１
の部品への力および／またはトルクの付加以下であり、かつ／または、第２の部品には、
第１の部品とは異なる物質定数や形状を用いる。
　第２の部品により小さな力を付加すると、第２の部品は、結像特性に対するスカラ量的
効果を有する変形のみを受ける一方、第１の部品は、スカラ量および偏光依存性の結像特
性の変化を受ける。
【００１４】
　更に好適な実施形態において、第１の部品は、第２の部品よりも歪光学係数が低い材料
で形成されている。
　歪光学係数は、物質定数であり、応力が付加されたときの材料の屈折率ｎの変化の結果
であり、屈折率の変化は、両波動方向により異なり、下記により定義される。
        Ｋ＝ｄ・σ／Δｓ
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式中、σは、機械的応力であり、ｄは、機械的光路長であり、Δｓは、所定の歪光学係数
を有する光学部品を光が通過する際の光路差である。これに関連して、σは、引張応力の
場合、プラスである。
【００１５】
　したがって、歪光学係数は、付加された力に対する特定の材料の感度の尺度である。こ
れには、各部品で発生した変形および誘起された応力複屈折が含まれる。
　歪光学係数は、大抵のガラスの場合、約１～４×１０―６ｍｍ２／Ｎである。例えば、
石英の歪光学係数は、フッ化カルシウムまたはフッ化マグネシウムの歪光学係数よりも大
きい。
【００１６】
　同じ力および／またはトルクが付加される場合、第１および第２の部品に異なる歪光学
係数を有する材料を使用することによって、異なる変形量を誘起可能である。第２の部品
が第１の部品よりも大きな歪光学係数を有する場合、第２の部品は、力および／またはト
ルクの付加に対して感度がより高く、結果的に、同じ大きさの力および／またはトルクの
付加に対して第２の部品はより大きく変形する。
【００１７】
　マニピュレータが、第１および／もしくは第２の部品またはそのホルダの光学面の少な
くとも一方側に配列されている実施形態は、好適である。
　マニピュレータが光学面の両側に設けられている場合は、それぞれ対向またはずらせて
配列される。
　マニピュレータの少なくとも一部は、能動マニピュレータの形態であることが好ましく
、この場合、マニピュレータが付加する力および／またはトルクは、アクチュエータによ
ってマニピュレータの少なくとも一部に対して調整可能である。
【００１８】
　アクチュエータは、機械的、静電気的または静磁気的な力および／またはトルクを部品
またはホルダの周囲領域に付加することが好ましい。静電気的な力を生成するためには、
例えば、圧電部品を使用する。
　特に、機械的アクチュエータとしては、調整可能なバネまたは空気圧もしくは油圧シリ
ンダを使用することができる。
【００１９】
　応力は、組立の際に第１および／または第２の部品に導入可能であり、あるいは、特に
アクチュエータが設けられている場合には、動作中に新たな調整なしに変更可能である。
周囲に分散されたマニピュレータの数を変更することによって、応力複屈折に影響を及ぼ
すための無限に繊細な操作性能を達成可能である。
　第１および／もしくは第２の部品自体または部品の周囲を取り囲むホルダもしくはソケ
ットの周囲領域において、各部品に各部品の半径方向に力および／またはトルクをさらに
付加するために、更なるマニピュレータを設け、この様な力が光軸にほぼ直角に付加され
ると好適である。
【００２０】
　半径方向に付加された力および／またはトルクは、部品の光学特性に優位にスカラ量的
効果をもたらす。
　同様に、前記部品の改良形態として、更なる装置を周囲領域に設け、部品自体または部
品の周囲を取り囲むホルダもしくはソケットに対して半径方向に力を付加し、この様な力
が、光軸に対してほぼ半径方向に付加されていると好適である。
【００２１】
　本発明の目的のために、「光軸に対してほぼ半径方向に」という表現は、マニピュレー
タが、各部品および／または各部品の周囲を取り囲むホルダもしくはソケットの周囲領域
において力を付加し、その力の結果、力を半径軸の方向と半径軸に直角な方向とに分解し
た場合の力比が１０：１、好ましくは２０：１以上となることを意味するものと解釈すべ
きである。これらのマニピュレータにより付加された力または更なる装置により付加され
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た力の、部品の半径軸に対する平行性が高ければ、分解された力の力比が大きくなり、こ
の場合、力をほぼ平行に部品内に導入することが好ましい。
【００２２】
　本発明によると、少なくとも１つの第１および／または第２の部品が、マイクロリソグ
ラフィ用投影露光装置において使用される。
　本発明は、さらに、マイクロリソグラフィ投影露光装置における照射システムや投影対
物レンズの少なくとも１つの光学部品の偏光状態に影響を及ぼすための方法であって、応
力複屈折が部品に誘起されるように力および／またはトルクを部品に付加することによっ
て、光学部品を変化させる方法に関する。
【００２３】
　前記方法の好適な実施形態において、力および／またはトルクが、照射システムおよび
／または投影対物レンズの少なくとも１つの第２の部品に、第２の部品の結像特性に対す
るスカラ量的効果が第２の部品に生成されるように付加され、第１の光学部品に対する力
および／またはトルクの付加のスカラ量的効果を少なくとも部分的に補償する。
　前記方法の好適な実施形態において、第２の部品に付加される力および／またはトルク
は、第１の部品に付加される力および／またはトルク以下である。
【００２４】
　前記の方策によって、第１の部品に発生する結像特性の不所望なスカラ量的変化、すな
わちスカラ量的結像欠陥を補償することができる。スカラ量的であり、かつ偏光依存性の
結像欠陥が第１の部品に生成された場合、スカラ量的結像欠陥はこの様にして補償可能で
ある。この場合、照射システムおよび／または投影対物レンズにおいて、例えば、偏光依
存性の結像特性のみが影響を受けるような方法が実現される。
【００２５】
　前記方法の好適な実施形態において、マイクロリソグラフィ投影露光装置における照射
システムおよび／または投影対物レンズの偏光状態が影響を受ける。
　特に、前記方法は、すなわち、投影露光装置の分野において、または、そのユーザによ
って実施される。
　前記方法の別の好適な実施形態において、第１の部品に対する力の大きさは、約１Ｎ～
約１０Ｎの範囲であり、かつ／または、付加されるトルクは、約０．５Ｎｍ～約１Ｎｍの
範囲である。
【００２６】
　これらの値は、例えば、石英に有効である。
　前記方法の別の好適な実施形態において、第１の部品は、第２の部品よりも歪光学係数
が低い材料で形成されている。
　第１および第２の部品は、同じ力および／またはトルクの付加に対する感度が異なる。
石英は、フッ化カルシウムよりも高い高歪光学係数を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、例示的な実施形態を用いて図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
　レンズ１（図１）は、双頭矢印２７の方向（図２）に延びる光軸を有し、レンズ１の外
周に好ましくは互いに等間隔に設けられた第１のマニピュレータ３、４、５を備えたソケ
ット２（図２）上に支持ポイントまたは支持素子を有する。すなわち、３つの支持素子３
、４、５の場合、それぞれ１２０度離間しているが、その他の構成も可能である。マニピ
ュレータ６～１４が、支持素子３、４、５の間の領域に配列されており、好ましくは同様
に均一に分布している。
【００２８】
　支持のために、レンズ１は、上面と下面とがそれぞれバネ１６とバネ１７との間で支持
される研磨突出縁部１５（図２）を有し、レンズ１の方向に半径方向内方に向かう上部突
起と、ソケット２上の下部突起１８とが設けられていることが好ましいが、要件ではない
。この場合、バネ１６、１７のバネ応力を変化させてレンズ１に作用する応力に影響を及
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ぼすために、ソケット２からの突起の代わりに、ソケット２に装着された調整素子１９が
上面に設けられ、内部の複屈折を変化させて様々な偏光状態を設定することが好ましい。
しかし、調整素子が設けられていない場合は、レンズ１内の応力調整の所望の力は、バネ
定数の適切な選択によって左右される。
【００２９】
　レンズ１は、その他のポイントのそれぞれにおいて、ソケット２からの突起２０（図３
）上にバネを用いずに載置される。固定上部突起２１または応力調整用の調整素子の何れ
かが、レンズ１の周縁部においてこれらのポイントに設けられている。
　別の実施形態において、レンズ２２は、マニピュレータ２４によって特定のポイントに
保持された周縁突起２３を備えている。その役割のために、マニピュレータ２４は、レン
ズ２２に応力を導入するために、双頭矢印２７の方向、すなわち光軸方向に長さの変化を
もたらす圧電素子、すなわち電気歪素子などの部品の、スピンドルの形態のアクチュエー
タ２５を有する。マニピュレータ２４は、レンズ２２と共に、レンズ２２を同軸に取り囲
む外部ソケット２６上にアクチュエータ２５を介して配置される。
【００３０】
　図５は、レンズ１００のホルダの実施形態を示し、レンズ１００は、レンズ１００の外
周１２８に配置された突起縁部１１５を備えている。レンズ１００は、双頭矢印１２７で
示すレンズ１００の光軸に平行に配列された保持素子によって、突起縁部１１５において
光軸方向に支持されている。図５には、１つの保持素子１２９のみが示されている。保持
素子１２９には、図１に示すレンズ１のマニピュレータ３、４、５の１つが割り当てられ
ている。
【００３１】
　レンズ１００の縁部１１５上に第２の保持素子１３０を配置することもでき、第２の保
持素子１３０は、第１の保持素子１２９にほぼ直角に向いている。この目的のために、突
起が縁部１１５上に存在し、縁部の少なくとも一部が保持素子１３０により囲まれている
。
　第１の保持素子１２９は、図５においては矩形で示されているソケットリング１３１上
に固定されており、第１の保持素子１２９用の共通基盤を提供する。保持素子１２９とソ
ケットリング１３１との接続１３２は、部材１３２により概略的に示されている。保持素
子１３０も、それぞれ、剛体の保持素子１３３に接続されている。
【００３２】
　これに関連して、この接続の様々な実施形態が考えられ、これについては、本出願の開
示に引用により組み込まれている上記特許文献８の図５、図６および図１１～図１６に詳
細に記載されている。
　したがって、本発明の目的のために、第１の部品および第２の部品は、上記特許文献８
にも記載されているホルダの１つに支持可能である。したがって、ホルダのより詳細な記
述については、上記特許文献８を参照されたい。
【００３３】
　図６は、レンズ１’の形態の第１の部品およびレンズ１”の形態の第２の光学部品を概
略的に示す。レンズ１’には、マニピュレータ３’が割り当てられ、レンズ１”にはマニ
ピュレータ３”が割り当てられている。光軸は、２７’で示されている。
　レンズ１’は、レンズ１”よりも厚く、レンズ１”は、レンズ１’よりも変形しやすい
。レンズ１’およびレンズ１”は、マイクロリソグラフィ用投影露光装置の照射システム
や投影対物レンズの光学部品である。
【００３４】
　レンズ１”の厚さが薄くとも、その屈折力は、レンズ１’の屈折力とほぼ同等であり、
これは、レンズ１’、１”の表面曲率半径を異ならせることによって実現可能である。
　応力複屈折がレンズ１’に誘起されるようにレンズ１’に対する力および／またはトル
クの付加を調整しながら、マニピュレータ３”を介して力および／またはトルクをレンズ
１”に付加する。マニピュレータ３”は、レンズ１”の結像特性に優位にスカラ量的効果
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を有し、この様なスカラ量的結像特性を変化させる。
【００３５】
　レンズ１’に応力複屈折を誘起するときに、レンズ１’にもスカラ量的結像欠陥が発生
するが、レンズ１’により発生するこの様なスカラ量的結像欠陥は、レンズ１”の操作に
よって補償可能である。
　レンズ１”は、レンズ１’よりも変形しやすい素子であることが好ましく、レンズ１’
に対する力および／またはトルクの付加は、レンズ１’に対する力および／またはトルク
の付加よりも小さい。
【００３６】
　レンズ１’に応力複屈折を誘起するために、約１Ｎ～約１０Ｎの範囲の力および／また
は約０．５Ｎｍ～約１Ｎｍの範囲のトルクが付加される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】支持ポイントおよびマニピュレータを有するレンズの平面図を示す。
【図２】図１における線Ａ－Ａに沿ったレンズの一部の断面図を示す。
【図３】図１における線Ｂ－Ｂに沿ったレンズの異なる部分の断面図を示す。
【図４】能動マニピュレータを備えた別のレンズの一部の断面図を示す。
【図５】レンズを支持するソケットタイプの一実施形態の斜視図である。
【図６】２つの光学部品の概略図を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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